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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーテンウォール建築物の外周壁に大画面ＬＥＤ表示装置を組み込む方法であって、第
１～第３工程を含み、
　第１工程では、
　リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おもて面に複数のＬＥＤランプ
を行列配置し、ＬＥＤランプの駆動制御回路を内蔵したＬＥＤタイルを設け、
　四角い背面板と、背面板の四角の外周に一体形成された薄肉外縁を備えたタイル貼付パ
ネルを設け、
　タイル貼付パネルの前記背面板の外面側に複数のＬＥＤタイルを隙間なく連接して固定
するとともに、これらＬＥＤタイルの裏側にて電気配線を施すことでＬＥＤパネルモジュ
ールを構成し、
　第２工程では、
　カーテンウォール建築物における構造躯体のスラブと梁に外周壁のパネル材を固定する
ための支持機構を設け、
　第３工程では、
　複数のＬＥＤパネルモジュールを外周壁を構成するパネル材として上下左右に連続して
配置し、タイル貼付パネルの前記薄肉外縁を前記支持機構に固定する
　方法。
【請求項２】
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　外周壁に大画面ＬＥＤ表示装置を組み込んだカーテンウォール建築物であって、
　外周壁は、上下左右に連続して配置された複数のＬＥＤパネルモジュールを含み、
　ＬＥＤパネルモジュールは、タイル貼付パネルと、複数のＬＥＤタイルを含み、
　タイル貼付パネルは、四角い背面板と、背面板の四角の外周に一体形成された薄肉外縁
を備え、背面板の外面側に複数のＬＥＤタイルが隙間なく連接して固定されて各ＬＥＤタ
イルの裏側にて電気配線が施され、薄肉外縁が構造躯体のスラブと梁に固定された支持機
構によって固定され、
　ＬＥＤタイルは、リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おもて面に複
数のＬＥＤランプが行列配置されているとともに、ＬＥＤランプの駆動制御回路が内蔵さ
れ、
　各ＬＥＤパネルモジュールの各ＬＥＤタイルの各ＬＥＤランプは、外周壁面にドットマ
トリクス型の大画面を形成する
　カーテンウォール建築物。
【請求項３】
　タイル貼付パネルと、複数のＬＥＤタイルを含み、カーテンウォール建築物の外周壁を
構成するパネル材となるＬＥＤパネルモジュールであって、
　タイル貼付パネルは、四角い背面板と、背面板の四角の外周に一体形成された薄肉外縁
を備え、背面板の外面側に複数のＬＥＤタイルが隙間なく連接して固定されて各ＬＥＤタ
イルの裏側にて電気配線が施され、薄肉外縁が構造躯体のスラブと梁に固定されたパネル
支持機構に適合し、
　ＬＥＤタイルは、リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おもて面に複
数のＬＥＤランプが行列配置されているとともに、ＬＥＤランプの駆動制御回路が内蔵さ
れている
　ＬＥＤパネルモジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、カーテンウォール建築物の外周壁に大画面ＬＥＤ表示装置を組み込む方法、
大画面ＬＥＤ表示装置を外周壁に組み込んだカーテンウォール建築物、カーテンウォール
建築物に組み込むＬＥＤパネルモジュールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
都会のビル街では、ビルの壁面に設置された大画面の公衆ディスプレイを目にすることが
多い。最近では、ＬＥＤランプを表示素子としたドットマトリクス型のフルカラー大画面
ＬＥＤ表示装置が公衆ディスプレイとして多用されており、テレビ映像と同様な多彩な映
像を送りだしている。
【０００３】
この種の公衆ディスプレイとして使用される大画面ＬＥＤ表示装置は、既存のビルの壁面
に外付けで据え付ける構造のものと、ビル壁面にあらかじめ設計した開口部を形成してお
き、その開口部を埋め尽くすように据え付ける構造のものとが代表的である。これらの構
造の装置はいずれも、現実的な施工性やメンテナンス性などの面で、多階層にわたる巨大
な画面のディスプレイを構成するのに適しいるとは言い難いものであった。
【０００４】
このような技術的背景のもとで、出願人らは先に、透明ガラス外壁の内側に外に向けた巨
大画面ディスプレイを装備した高層建築物（特開２０００－１３２１２３号公報）の発明
をなした。この発明を適用した高層建築物は、実際に施工されて運用されている。またこ
れに関連し、出願人らは、巨大画面ディスプレイを構成するルーバー構造モジュール（特
開２０００－２０００５４号公報）の発明をなしたり、低密度なドット構成の大画面のド
ットマトリクス型ディスプレイに高密度なドット構成のビットマップ画像データを表示す
る制御方法および表示システム（特許第３３１３３１２号公報）やフルカラーＬＥＤディ
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スプレイシステム（特許第３２９４５９７号公報）の発明をなし、これらの技術も公衆デ
ィスプレイに適用して実施している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
出願人らが開発して現に実施している「透明ガラス外壁の内側に外に向けた巨大画面ディ
スプレイを装備した高層建築物」では、巨大画面ディスプレイを組み込むことを前提とし
てビルを設計する必要性があった。
これに対して、この発明では、一般的なカーテンウォール構法の建築物の外周壁の一部に
容易に大画面ＬＥＤ表示装置を組み込むことを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するための第１の発明は、つぎの事項（１）～（４）により特定される
方法の発明である。
（１）構造躯体のスラブや梁に固定された支持機構に多数のパネル材を連接して固定する
ことで外周壁を構成するカーテンウォール建築物において、外周壁の一部として大画面Ｌ
ＥＤ表示装置を組み込む方法である。
（２）リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おもて面に多数のＬＥＤラ
ンプが行列配置され、これらＬＥＤランプの駆動制御回路が内蔵された多数のＬＥＤタイ
ルを設ける。
（３）前記パネル材として前記支持機構に固定されるタイル貼付パネルを設け、このタイ
ル貼付パネルの外面側に前記ＬＥＤタイルを隙間なく連接して固定するとともに、これら
ＬＥＤタイルの裏側において電気的な配線を施すことでＬＥＤパネルモジュールを構成す
る。
（４）前記ＬＥＤパネルモジュールのタイル貼付パネルを前記支持機構に固定することで
、このＬＥＤパネルモジュールを外周壁の一部となす。
【０００７】
また、第２の発明は、つぎの事項（21）～（24）により特定される物の発明である。
（21）構造躯体のスラブや梁に固定された支持機構に多数のパネル材を連接して固定する
ことで外周壁を構成するカーテンウォール建築物であって、外周壁の一部として大画面Ｌ
ＥＤ表示装置が組み込まれている。
（22）前記パネル材として前記支持機構に固定されるタイル貼付パネルを有し、このタイ
ル貼付パネルの外面側に多数のＬＥＤタイルが隙間なく連接して固定されているとともに
、これらＬＥＤタイルの裏側において電気的な配線が施されてＬＥＤパネルモジュールが
構成されている。
（23）前記ＬＥＤタイルは、リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おも
て面に多数のＬＥＤランプが行列配置され、これらＬＥＤランプの駆動制御回路が内蔵さ
れている。
（24）前記ＬＥＤパネルモジュールのタイル貼付パネルが前記支持機構に固定され、この
ＬＥＤパネルモジュールが外周壁の一部となっている。
【０００８】
また、第３の発明は、つぎの事項（31）～（33）により特定される物の発明である。
（31）第２の発明に係るカーテンウォール建築物において、外周壁の一部として組み込ま
れる大画面ＬＥＤ表示装置を構成するためのＬＥＤパネルモジュールである。
（32）前記パネル材として前記支持機構に固定されるタイル貼付パネルを有し、このタイ
ル貼付パネルの外面側に多数のＬＥＤタイルが隙間なく連接して固定されているとともに
、これらＬＥＤタイルの裏側において電気的な配線が施されてＬＥＤパネルモジュールが
構成されている。
（33）前記ＬＥＤタイルは、リジッドで防水性がある矩形のタイル状部品であって、おも
て面に多数のＬＥＤランプが行列配置され、これらＬＥＤランプの駆動制御回路が内蔵さ
れている。
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【０００９】
【発明の実施の形態】
＝＝＝ＬＥＤタイル＝＝＝
ＬＥＤタイルを構成する主な部品は、各種の回路部品を実装した図１に示すプリント配線
板１と、パネル型ケースのベースとなる図２に示すケース基体２と、図３に示す背面カバ
ー３と、図４に示す内部枠体４と、図５に示す正面カバー５と、図６に示すサブカバー６
である。これらを組み合わせて構成したＬＥＤタイルを図７と図８に示している。
【００１０】
《プリント配線板１と実装部品》
プリント配線板１は一辺が２２５ｍｍの正方形であり、その正面に６４個の画素ランプが
３０ｍｍのピッチで８×８の行列に配列されている。１つの画素ランプは、２個の赤色Ｌ
ＥＤランプ７ｒと１個の緑色ＬＥＤランプ７ｇと１個の青色ＬＥＤランプ７ｂとの集合体
である。これら４個のランプは２×２の行列でできるだけ近接して配置されており、４個
の集合体（画素ランプ７と記す）の占有空間の縦寸法はほぼ１０ｍｍ以内に収まり、横寸
法はほぼ１２ｍｍ以内に収まる。したがって、隣り合う画素ランプ７と画素ランプ７と間
には縦方向にほぼ２０ｍｍの大きな間隔があり、横方向にほぼ１８ｍｍの大きな間隔があ
る。
【００１１】
プリント配線板１の正面における各画素ランプ７の大きな間隔部分に複数の回路素子が表
面実装されており、各画素ランプ７を表示駆動する回路系と、ＤＣ／ＤＣコンバータから
なる電源回路系とが構成されている。配線板１に分散配置された１２個のＱＦＰタイプ集
積回路８が表示駆動回路系の主要素である。配線板１の左右両辺近くに４つのＤＣ／ＤＣ
コンバータが実装されている。１つのＤＣ／ＤＣコンバータは、１個のスイッチング制御
用のＳＯＰタイプ集積回路９と、３個のインダクタ１０と、１個の主スイッチングトラン
ジスタ１１と、１個の主キャパシタ１２などによって構成されている。そのほか、大画面
ディスプレイを構成する際の他のＬＥＤタイルとデータ転送するための回路系や、水晶発
振回路などが実装されている。
【００１２】
またプリント配線板１の下辺側には、入力信号ケーブル１３と出力信号ケーブル１４と電
源ケーブル１５が回路接続されている。これら各ケーブルの先端には防水型コネクタ１３
ａ・１４ａ・１５ａが一体化されている。多数のＬＥＤタイルにより大画面ディスプレイ
を構成する際に、あるＬＥＤタイルの入力信号ケーブル１３と隣のＬＥＤタイルの出力信
号ケーブル１４とをコネクタ接続することで、各ＬＥＤタイルを横断するデータ転送路が
形成され、表示制御装置から送り出される表示データ信号とコントロール信号が各ＬＥＤ
タイルに分配される。電源ケーブル１５のコネクタ１５ａは所定の直流電源に接続される
。
【００１３】
プリント配線板１の下辺には３本のケーブル１３・１４・１５を通すための切欠部１６が
形成されている。また各ケーブル１３・１４・１５の根元部分（配線板１の下辺に位置す
る部分）にはケーブル固定用の防水駒１７がケーブルを取り囲むように装着されている。
またプリント配線板１には、四隅寄りにそれぞれ１個の大穴３８が形成されているととも
に、多数の中穴３９と、いくつかの小穴が分散して形成されている。
【００１４】
《ケース基体２と背面カバー３》
ケース基体２はプラスチック成形品であり、図２に示すように、矩形の外枠体１８と、そ
の背部において外枠体１８をリブで縦横に連結する骨格体１９と、パネル面に垂直な姿勢
で骨格体１９に一体形成されたネジ挿通用の４個の大径の筒状体２０と、同様に骨格体１
９に一体成形されたタッピングネジ固定用の小径のネジ止め用ボス２１（長いボスと短い
ボスとがある）と、同様に骨格体１９に一体成形された位置決め突起２２とを有している
。
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【００１５】
外枠体１８の左辺部分は外壁２３ａと内壁２３ｂの二重構造になっており、下辺部分は外
壁２４ａと内壁２４ｂの二重構造になっている。外枠体１８の上辺と右辺と左辺内壁２３
ｂと下辺内壁２４ｂとによって一辺がほぼ２２５ｍｍの正方形の基板収容空間が形成され
ている。また外枠体１８の外形は一辺がほぼ２４０ｍｍの正方形である。外枠体１８の下
辺の外壁２４ａと内壁２４ｂとの間隔部分（内寸はほぼ１１ｍｍである）が前述したケー
ブル・コネクタ収容部である。
【００１６】
背面カバー３はアルミニウム板のプレス成形品であり、図３に示すように、プリント配線
板１よりわずかに小寸法の正方形の板に多数の穴が形成されているとともに絞りによる凹
凸が形成されている。図７・図８に示すように、背面カバー３は、ケース基体２の正面側
から外枠体１８にはめ込まれて骨格体１９に接して固定される。つまり、骨格体１９から
突出している筒状体２０・ネジ止め用ボス２１・位置決め突起２２に干渉しないように、
背面カバー３に多数の穴が形成されている。
【００１７】
《ケース基体２とプリント配線板１》
図７・図８に示すように、プリント配線板１は背面カバー３の上にわずかな間隔を保って
重なるように、ケース基体１の外枠体１８にはめ込まれている。プリント配線板１にも骨
格体１９から突出した筒状体２０や長いネジ止め用ボス２１と干渉しない穴が形成されて
いる。プリント配線板１は短いネジ止め用ボス２１の上に当接し、配線板１の正面からそ
のボス２１にタッピングネジを捩じ込むことで配線板１が固定される。
【００１８】
また前述したように、プリント配線板１の下辺側に引き出されている３本のケーブル１３
・１４・１５の根元近傍部分にはそれぞれ防水駒１７が装着されているが、これら防水駒
１７が外枠体１８の下辺の内壁２４ｂに形成された３個の切欠凹部２５（図２）にはめ込
まれる。これにより各ケーブル１３・１４・１５の引き出し位置が規制されるとともに、
引き出し部の防水性が高まる構造になっている。
【００１９】
《内部枠体４と正面カバー５》
内部枠体４はプラスチック成形品であり、図４に示すように細いリブの格子からなり、ケ
ース基体２の外枠体１８にはめ込まれたプリント配線板１の上に重ねるように装着される
。内部枠体４の格子はプリント配線板１に実装された画素ランプ７や回路部品に干渉しな
いとともに、骨格体１９から突出している４本の筒状体２０を貫通させる穴２６が形成さ
れている。
【００２０】
正面カバー５もプラスチック成形品である。図５に示すように、正面カバー５の外形は縦
寸法がほぼ２２８ｍｍで横寸法がほぼ２４０ｍｍの長方形であり、ケース基体２の外枠体
１８の右辺と左辺外壁２３ａと上辺と下辺内壁２４ｂの上面にぴったりと重なる大きさで
ある。正面カバー５には、各画素ランプ７を外部に露呈させる６４個の矩形のランプ窓２
７が３０ｍｍのピッチで縦横に配列形成されている。正面カバー５に形成された４個の大
きな穴２８には骨格体１９から突出している筒状体２０が覗いている。正面カバー５に形
成された４個の小さな穴２９の直下に骨格体１９から突出している長いネジ止め用ボス２
１の上端が当接しており、ここにタッピングネジを捩じ込むことで正面カバー５がケース
基体２に固定される。正面カバー５における各ランプ窓２７の上部に、太陽光などが画素
ランプ７に直射するのを防止する目的のヒサシ３０が形成されている。
【００２１】
ケース基体２に組み付けられた背面カバー３とプリント配線板１の間の空間にエポキシ樹
脂などが充填されるとともに、内部枠体４が組み付けられたプリント配線板１の正面側に
一定の厚みでエポキシ樹脂などが充填される。これによってプリント配線板１が収納され
たパネル型ケース内をほぼ完全に防水している。
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【００２２】
《防水駒１７の装着部分の詳細》
３本の各ケーブル１３・１４・１５と各防水駒１７の関係、また各防水駒１７と外枠体１
８の下辺内壁２４ｂに形成された各切欠凹部２５との関係はみんな同様なので、ここでは
図９と図１０に基づいてケーブル１３を代表として説明する。図１０に点線で示すように
、ケーブル１３の所定位置の外周に金属リング４０を装着してケーブル１３にかしめて固
定し、このリング４０の装着部分を埋め込むようにプラスチックのインサート成形によっ
て防水駒１７をケーブル１３の周囲に一体化している。したがって、ケーブル１３と防水
駒１７との接合面はほぼ完全に気密化されているとともに、ケーブル１３と金属リング４
０のかしめ結合とこれらを埋め込んでいるプラスチック製防水駒１７との一体構造により
、防水駒１７とケーブル１３とがずれることはない（金属リング４０がアンカーのように
機能する）。
【００２３】
防水駒１７は、図９に示すようにほぼ直方体をなしており、その正面よりの両側面に縦に
スリット４１が形成されている。外枠体１８の下辺内壁２４ｂに形成された各切欠凹部２
５は、防水駒１７の正面の寸法に合わせた長方形をなしており、その切欠の両側部には防
水駒１７のスリット４１にぴったりはまり込む形状の縦リブ４２が形成されている。また
、防水駒１７には縦に貫通したネジ挿通穴４３が形成されている。
【００２４】
図１０に示すように、スリット４１と縦リブ４２とをかみ合わせて防水駒１７を外枠体下
辺内壁２４ｂの切欠凹部２５に装着することで、切欠凹部２５による開口が防水駒１７で
埋められる。この状態では、防水駒１７のネジ挿通穴４３がケース基体２に一体形成され
ているネジ止め用ボス２１に合致し、この穴４３にタッピングネジ４４を挿通し、ネジ止
め用ボス２１に捩じ込むことで防水駒１７をケース基体２に固定する。
【００２５】
図１０において、細かなドットで表現しているのは、プリント配線板１の正面側にほぼ一
定の厚みで充填した防水樹脂（エポキシ、シリコン、耐候性ウレタンなど）である。以上
の構造によって各ケーブル１３・１４・１５の引き出し部分はほぼ完璧に防水される。
【００２６】
《ケーブル・コネクタ収容部とサブカバー６》
以上説明したように、ケース基体２の下辺部分のケーブル・コネクタ収容部の正面は前記
の正面カバー５によっては覆われていない。この部分を覆うのは、この部分にぴったり合
わせた寸法の細長いサブカバー６である。サブカバー６はスナップフィット機構によりケ
ース基体２に着脱自在に装着される。サブカバー６もプラスチック成形品であり、図６に
示すように、サブカバー６の背面の３箇所に弾性爪３１が形成されている。これに対応し
て外枠体１８の下辺外壁２４ａと内壁２４ｂとの間の３箇所に係合部３２が形成されてい
る。
【００２７】
＝＝＝ＬＥＤパネルモジュール＝＝＝
図１１と図１２に示すのは、ここまで詳述したＬＥＤタイル５０を用いて構成するＬＥＤ
パネルモジュール６０の構造である。この実施例のＬＥＤパネルモジュール６０は、タイ
ル貼付パネル５１の外面側に、３０個のＬＥＤタイル５０を５行６列に隙間なく連接して
固定するとともに、これらＬＥＤタイル５０の裏側において電気的な配線を施したもので
ある。
【００２８】
タイル貼付パネル５１は、四角い金属製の背面板５２と、背面板５２の外面側に等間隔で
水平に固着された５本のチャンネル材５３と、背面板５２の四角の外周に一体形成された
薄肉外縁５４とからなる。薄肉外縁５４が、カーテンウォール建築物のマリオンに固定さ
れたアルミサッシ５５に、窓ガラスと同様に、後述する構造で挟み込まれて固定されるも
のである。
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【００２９】
ＬＥＤタイル５０には前述した４個の筒状体２０が正面から背面に貫通しており、ここに
ネジを通してＬＥＤタイル５０を他の物体にネジ止め固定することができる。タイル貼付
パネル５１のチャンネル材５３には、ＬＥＤタイル５０を４本のネジで固定するための４
個のネジ穴５６が形成されている。このネジ穴５６を位置基準にして、６０個のＬＥＤタ
イル５０を５行６列に整然と連接して固定する。これで、各ＬＥＤタイル５０のケース基
体２の外枠体１８同士が接合し、１つのＬＥＤタイル５０内の画素ランプ７のピッチが３
０ｍｍであり、隣接するＬＥＤタイル５０間の画素ランプ７の配列ピッチも３０ｍｍにな
る。
【００３０】
６０個のＬＥＤタイルをタイル貼付パネル５１に据え付ける際に、サブカバー６を取り外
した状態で、隣り合うＬＥＤタイル５０の入力信号ケーブルコネクタ１３ａと出力信号ケ
ーブルコネクタ１４ｂとを接続するとともに、電源ケーブルコネクタ１５ａに給電ケーブ
ルコネクタ（図示していない）を接続する。そして、それらコネクタを各ＬＥＤタイルの
ケーブル・コネクタ収納部の空間に収めた後、そこにサブカバー６を被せて装着する。ま
た、外枠体１８の左辺の外壁２３ａと内壁３ｂとの間の空間を電源ケーブルの接続収納空
間として利用したり、給電系統の接続機構に利用することができる。
【００３１】
タイル貼付パネル５１の３箇所に、電気ケーブル挿通口５７が設けられており、表示装置
としてのデータ信号や制御信号の伝送ケーブルおよび電源ケーブルがこの挿通口５７を通
して布線される。電気ケーブル挿通口５７には、念のため、雨水の浸入を防止する構造５
８が付設されている。
【００３２】
＝＝＝カーテンウォール構法＝＝＝
よく知られているように、カーテンウォール構法では、建築物の構造躯体のスラブや梁に
マリオンを適宜間隔に接合し、このマリオンの間にサッシや無目を介してパネル材を固定
して外周壁を構成する。カーテンウォールのパネル材としては、ガラスパネル・金属パネ
ル・ＰＣパネルなど、いろいろな材料が用いられている。この発明においては、ここまで
説明したＬＥＤパネルモジュール６０を建築物の外周壁の一部を構成するパネル材として
マリオンやサッシや無目などからなる支持機構に固定するものである。
【００３３】
図１３と図１４に示すのは、ＬＥＤパネルモジュール６０を支持機構に固定する構造であ
る。図１３において、符号６１で示すのは、マリオンに固定されたアルミサッシ横材であ
る。図１４において、符号６２で示すのは、マリオンに固定されたアルミサッシ縦材であ
る。両図に示すように、矩形をなすＬＥＤパネルモジュール６０の薄肉外縁５４をアルミ
サッシ５５の横材６１と縦材６２に防水パッキン６３を介して固定する。この固定構造は
、符号６４で示すガラスパネルの固定構造となんら変わらない。
【００３４】
＝＝＝大画面ＬＥＤ表示装置＝＝＝
図１５に示すのは、これまで詳述したＬＥＤパネルモジュール６０を用い、外周壁に大画
面ＬＥＤ表示装置を組み込んだカーテンウォール建築物の外観の一例である。この実施例
では、建築物の正面の外周壁に、ＬＥＤパネルモジュール６０を縦方向に８個連接すると
ともに横方向に２列連接しており、合計１６個のＬＥＤパネルモジュール６０により大画
面ＬＥＤ表示装置を構成している。建築物の正面外周壁において、これら１６個のＬＥＤ
パネルモジュール６０の周辺の外周壁はガラスパネル６４を主として構成されている。こ
の例の大画面ＬＥＤ表示装置の画面の高さは、建築物の３階フロア付近から７階フロア付
近まで及んでいる。
【００３５】
【発明の効果】
この発明によれば、成熟した建築技術であるところのカーテンウォール構法そのままで、
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なんら特殊な建築技術を用いることなく、ＬＥＤタイルを行列配置して一体化したＬＥＤ
パネルモジュールをカーテンウォールのパネル材の一部としてマリオンやサッシや無目な
どの支持機構に固定するだけで、きわめて簡単に建築物の外周壁に大画面ＬＥＤ表示装置
を組み込むことができる。この発明は、カーテンウォール建築物を新築するときだけでな
く、既設のカーテンウォール建築物においてガラスパネルをＬＥＤパネルモジュールに交
換するようにも実施することができる。また、この発明を実施する際の施工プロセスが簡
単であることに加えて、施工して運用されている大画面ＬＥＤ表示装置のメンテナンス作
業なども、建築物の内部からきわめて簡単に行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおけるプリント配線板の構成図である。
【図２】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおけるケース基体の構成図である。
【図３】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおける背面カバーの構成図である。
【図４】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおける内部枠体の構成図である。
【図５】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおける正面カバーの構成図である。
【図６】この発明の一実施例のＬＥＤタイルにおけるサブカバーの構成図である。
【図７】この発明の一実施例のＬＥＤタイルの正面図である。
【図８】同上ＬＥＤタイルの断面図である。
【図９】同上ＬＥＤタイルにおける防水駒の装着部分の詳細を示す分解斜視図である。
【図１０】同上防水駒装着部分の詳細を示す平面図である。
【図１１】この発明の一実施例におけるＬＥＤパネルモジュールの分解斜視図である。
【図１２】同上ＬＥＤパネルモジュールの分解状態の正面図・底面図・側面図である。
【図１３】同上ＬＥＤパネルモジュールとアルミサッシ横材との結合構造図である。
【図１４】同上ＬＥＤパネルモジュールとアルミサッシ縦材との結合構造図である。
【図１５】この発明の一実施例による大画面ＬＥＤ表示装置を組み込んだカーテンウォー
ル建築物の外観図である。
【符号の説明】
１　プリント配線板　　　　　　　　　２　ケース基体
３　背面カバー　　　　　　　　　　　４　内部枠体
５　正面カバー　　　　　　　　　　　６　サブカバー
７　画素ランプ　　　　　　　　　　　７ｒ　赤色ＬＥＤランプ
７ｇ　緑色ＬＥＤランプ　　　　　　　７ｂ　青色ＬＥＤランプ
８　ＱＦＰタイプ集積回路　　　　　　９　ＳＯＰタイプ集積回路
１０　インダクタ　　　　　　　　　　１１　主スイッチングトランジスタ
１２　キャパシタ　　　　　　　　　　１３　入力信号ケーブル
１４　出力信号ケーブル　　　　　　　１５　電源ケーブル
１３ａ・１４ａ・１５ａ　防水型コネクタ
１６　切欠部　　　　　　　　　　　　１７　防水駒
１８　外枠体　　　　　　　　　　　　１９　骨格体
２０　筒状体　　　　　　　　　　　　２１　ネジ止め用ボス
２２　位置決め突起　　　　　　　　　２３ａ　左辺の外壁
２３ｂ　左辺の内壁　　　　　　　　　２４ａ　下辺の外壁
２４ｂ　下辺の内壁　　　　　　　　　２７　ランプ窓
３０　ヒサシ　　　　　　　　　　　　３１　弾性爪
３２　係合部　　　　　　　　　　　　５０　ＬＥＤタイル
５１　タイル貼付パネル　　　　　　　５２　背面板
５３　チャンネル材　　　　　　　　　５４　薄肉外縁
５５　ネジ穴　　　　　　　　　　　　５６　アルミサッシ
５７　電気ケーブル挿通口　　　　　　５８　雨水の浸入を防ぐ構造
６０　ＬＥＤパネルモジュール　　　　６１　アルミサッシ横材
６２　アルミサッシ縦材　　　　　　　６３　防水パッキン
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